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令和６年度世田谷区学芸研究員《考古学》（会計年度任用職員）募集要領 

 

注意！！  

 この募集は募集締め切りを、毎月２０日としていますが、採用に至った時点で

募集を終了とします。必ず世田谷区 HP にて確認の上、お申込みください。  

 

１  主な職務内容等 

分 野 考古学 

 

職 務 

内 容 

・文化財の保存及び活用に係る調査、研究及び普及、啓発並びにこれらの指導、助言

に関すること。 

・文化財に関する資料の収集及び整理に関すること。 

・郷土資料館の資料に係る調査及び研究並びにこれらの指導、助言に関すること。 

・郷土資料館の資料の収集、整理及び保管、展示等活用に関すること。 

・そのほか教育委員会が必要と認める事項。 

具体的 

な業務 

・埋蔵文化財等の現地調査及び現地での試掘立会等。 

・埋蔵文化財等の普及・啓発事業。 

・埋蔵文化財等に関連する調査記録作成、データ入力ほか一般行政業務。（専門分野

以外の Word、Excel等による文書及びデータ入力、電話応対、接客など） 

※特に普及・啓発事業に関しては、ＩＣＴ活用の知識を要する。 

・収蔵考古資料の整理・目録作成・保管・展示等利活用に関する業務。 

・考古分野に関する問い合わせ対応。 

募 集 

人 数 
 若干名 

 

２ 身  分   

地方公務員法第２２条の２第１項第１号に基づく一般職の非常勤職員 

 

３ 応募資格 

採用日現在、博物館法第５条に基づく学芸員の資格を有する方、もしくは、大学院の修士課

程において考古学に関する項目を専攻して修了し、考古学に関する調査の経験を有する方。 

  ※地方公務員法第１６条（９ 参考に記載）のいずれかに該当する方は、応募できません。 

  ※採用日までに資格取得及び卒業・修了見込みの方も含みます。 

 

４ 申込締切  毎月２０日の午後５時までに必着 

  ※２０日が土日祝日の場合は、その直前の平日をもって申込期間とします。 

＜例＞ ４月２０日（土）→ ４月１９日（金）の午後５時必着 

５ 申込方法  次のとおり申込書等を郵送又は持参してください。 
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提 出

書 類 

 

(1)履歴書 市販の履歴書（写真貼付） 

(2)業績目録（考古学に関する調査歴、研究歴等を記載）様式は自由 

 ※学芸員としての業務である論文（卒業論文等を含む）、講演、調査歴、実務経験等

について年代順に記入してください。 

(3)学芸員資格が分かる書類、もしくは大学院の修士課程において考古学に関

する項目を専攻し修了したことがわかる書類 

(4)課題作文【Ａ４版横書き 1000～1200字程度】 

テーマ：「文化財行政における埋蔵文化財の活用について」 

(5)世田谷区における勤務経歴等確認票 

提 出 

方 法 

毎月２０日の午後５時までに必着 ＜郵送又は持参＞ 

 郵送の場合は封筒に朱書きで「採用選考申込 世田谷区学芸研究員（考古学）」と明

記し、必ず簡易書留等により配達記録が残る送付方法で郵送してください。 

 持参の場合は毎月２０日までの、祝日以外の月曜日から金曜日、午前８時３０分か

ら午後５時までにお越しください。 

提 出

先  

〒１５４－００１６ 東京都世田谷区弦巻３－１６－８ 

世田谷区教育委員会事務局 生涯学習課 文化財係（世田谷区教育会館３階） 

※ ご提出いただいた申込書類の返却はできませんので、予めご承知おきください。 

 

６ 勤務場所 

世田谷区教育委員会事務局 生涯学習課 文化財係（世田谷区教育会館３階） 

 

７ 勤務条件 

（１）任用期間 採用日から令和７年３月３１日まで 

※採用日は、締切後の２か月後の初日から。 

＜例＞４月２０日締切の場合、６月１日から採用、勤務開始（予定） 

※勤務実績等を考慮し、能力実証を行った上で、再度の任用をする制度があり

ます。 

（２）勤務日数 月１６日 

（３）勤務時間 原則、午前８時３０分～午後５時１５分まで（うち休憩時間１時間あり） 

（４）報  酬 ①報酬月額  ２０１，１４２円（地域手当相当分含む。） 

         ・令和６年度現在の額 

・常勤職員の給与改定に応じて、変更する場合があります。 

②期末手当及び勤勉手当  ６７８，８５４円 

・令和６年度から、期末手当とは別に勤勉手当が支給されます。 

・期末・勤勉手当の額は、年間を通じて（４月から３月まで）任用された場合  

の額（任用期間によって変動する場合があります）。 

※交通費別途支給（月額上限５５，０００円） 

（５）社会保険 健康保険、厚生年金保険、雇用保険が適用されます。 

（６）公務災害補償等 公務災害補償等が適用されます。 
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（７）休  日 土曜日・日曜日・祝日  ※休日勤務等もあり 

（８）休  暇 年次有給休暇その他条例等に規定する休暇（慶弔休暇、夏季休暇等）があります。 

（９）そ の 他 地方公務員法上の服務に関する規定が適用となり、これに違反した場合は懲戒処

分等の対象となります。 

 

８ 選考方法  

（１）第一次選考（書類選考） 

第一次選考結果は、合否に関わらず申込者全員の方に郵送します。 

（２）第二次選考（面接試験） 

締め切り翌月の上旬に実施予定。 

詳細については第一次試験合格者に通知します。 

 

９ 参    考 

【地方公務員法第１６条（欠格条項）】 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは

選考を受けることができない。 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し、刑に

処せられた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主

張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

※ 平成１１年改正前の民法の規定による準禁治産の宣告を受けている者は受験できません（心神耗弱を

原因とするもの以外）。 

 

 

                 【問い合わせ先】 

     世田谷区教育委員会事務局 生涯学習課 文化財係 

     〒１５４－００１６ 東京都世田谷区弦巻３－１６－８ 

                  電話：０３－３４２９－４２６４（直通） 

                  FAX：０３－３４２９－４２６７ 


